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 当該条項の規定及び、法第 72 条の規定によるほか、「漁業共済組合及び全国漁業共済組合連合会の指導監督等に当たっての留意事

項について」（平成２３年８月２４日水産庁）２－５－３（３）の規定により、漁業共済事業を適正円滑に行わせるため特に必要がある

場合において、処分の必要性、緊急性、命令を発しなかったときの影響等を総合的に勘案して、処分を行うか否かを判断することとす

る。 

対応

区分 
１ 聴聞の実施 
２ 弁明の機会の付与 
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